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2017 年9 月12 日  

株式会社日本アルトマーク 

 

後発調算定薬局数 全国で 37,213 軒 
要件厳しい加算区分 2 が 1 を上回る 

 

株式会社日本アルトマーク（以下「㈱日本アルトマーク」、東京都港区・代表取締役社長 伊倉雅治）は、定期

調査の一環として後発医薬品調剤体制加算の算定状況について、2017 年 7 月時点で全国調査を実施しまし

た。 

 

後発医薬品調剤体制加算（以下、後発調）は、2015年6月の閣議決定において後発医薬品の数量シェア割合

を 2017 年央に 70％以上とする目標が定められました。さらに、2017 年 6 月の閣議決定においては、2020 年 9

月までに 80％とし、できる限り早期に達成できるよう更なる使用促進策を検討するとされました。これらの目標

を達成するための施策のひとつとして、2016年度診療報酬改定で、加算区分1の後発医薬品使用割合（数量ベ

ース）が 55％から 65％に、加算区分2 は 65％から 75％に引き上げられました。 

 

◇後発調算定薬局数 1 年間で 5,756 軒増加 

2017 年7 月時点の後発調の算定薬局は 37,213 軒あり、保険薬局数全体の 63.7％であった。1 年前の 2016

年7 月時点と比較すると、算定薬局数は 31,457 軒から 5,756 軒増加し、保険薬局数全体に対する算定割合は

54.3％から 9.4 ポイント高くなった。また、算定割合は、2016 年7 月時点では加算区分1 が 31.4％、加算区分2

が 22.9％であったのに対し、2017 年7 月時点では加算区分1 が 30.1％、加算区分2が 33.6％となり、加算区分

2 の割合が高くなった。（図1） 

算定要件が引き上げられたにもかかわらず、算定薬局数が増加し、より厳しい要件の加算区分 2 の算定割

合が高くなった結果から、後発品の使用促進を見てとることができる。 
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図1 後発調算定薬局数推移 加算区分2 
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◇都道府県別の算定割合 30 道県で平均上回る 

2017 年 7 月時点の後発調算定状況を都道府県別に見ると、保険薬局数に対する算定割合が全国平均の

63.7％を上回っていたのは 30 道県であった。また、保険薬局数が多い東京・神奈川・大阪は、いずれも全国平

均を下回っていた。また、算定割合が最も高い沖縄 85.6％と最も低い徳島 36.9％との間には 48.7 ポイントの差

があった。1 年前の 2016 年 7 月時点においても最も高い県が沖縄 79.7％、最も低い県が徳島 30.７％であり、

その差は 49.0 ポイントと、今回とあまり変化がないことがわかった。（図2） 

 

 

◇2016 年 7 月時点からの動き 

2016 年7 月時点と 2017 年7 月時点の都道府県別算定薬局数を比較すると、加算区分1 は 11 都県、加算区

分 2 は静岡以外の 46 都道府県で増加していた。加算区分1 と加算区分2 ともに増加した都道府県は、10 都府

県あった。（図3） 
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図2 都道府県別の後発調算定薬局数および割合 加算区分2 
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図3 都道府県別 後発医薬品調剤体制加算 算定薬局数の増減 
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2016 年7 月時点で調査対象であった保険薬局57,976 軒の 1 年の動きを見ると、算定がなかった薬局26,519

軒のうち、21.2％あたる 5,643 軒が、2017 年 7 月時点で新たに後発調を算定した。また、加算区分 1 を算定して

いた薬局 18,198 軒のうち、29.6％にあたる 5,394 軒が、加算区分を 2 に上げた。新たに算定した薬局より、算定

の加算区分を引き上げた薬局の割合の方が多いことから、もともと算定していた薬局がより積極的に後発医薬

品の使用を勧める努力をしていると考えることができる。（図4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図1～4＞ 

出典：㈱日本アルトマーク「薬局の後発医薬品調剤体制加算 算定状況 全国調査」 

 

 

 

 

【参考】 

   後発医薬品調剤体制加算 1   

調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の割合が 65％以上   18 点 

後発医薬品調剤体制加算 2  

調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の割合が 75％以上   22 点 

 

 

 

 

 

 

加算区分 算定薬局数 加算区分 算定薬局数 (割合)

加算区分2 12,419 (93.7%)

加算区分1 263 (2.0%)

算定なし 97 (0.7%)

調査対象外※2 480 (3.6%)

加算区分2 5,394 (29.6%)

加算区分1 11,967 (65.8%)

算定なし 205 (1.1%)

調査対象外
※2 632 (3.5%)

加算区分2 887 (3.3%)

加算区分1 4,756 (17.9%)

算定なし 19,537 (73.7%)

調査対象外
※2 1,339 (5.0%)

合計 57,976 合計 57,976

※2　保険薬局でなくなった、または閉局したために調査対象外となった薬局

図4　前回調査（2016年7月）時点からの後発調算定薬局の動き

算定なし 26,519

2016年7月 2017年7月

加算区分2 13,259

加算区分1 18,198
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表1）後発医薬品調剤体制加算 算定状況（2017 年7 月時点）   

 

出典：㈱日本アルトマーク「薬局の後発医薬品調剤体制加算 算定状況 全国調査」 

2 ： [75％] 1 ： [65％]

合計 58,442 58,442 37,213 63.7 19,625 17,588 21,229

北海道 2,313 2,313 1,522 65.8 840 682 791

青森県 610 610 411 67.4 245 166 199

岩手県 581 581 457 78.7 307 150 124

宮城県 1,140 1,140 783 68.7 478 305 357

秋田県 535 535 359 67.1 180 179 176

山形県 577 577 448 77.6 309 139 129

福島県 901 901 562 62.4 322 240 339

茨城県 1,265 1,265 790 62.5 404 386 475

栃木県 870 870 527 60.6 286 241 343

群馬県 894 894 637 71.3 413 224 257

埼玉県 2,782 2,782 1,899 68.3 1,082 817 883

千葉県 2,388 2,388 1,550 64.9 745 805 838

東京都 6,590 6,590 3,400 51.6 1,288 2,112 3,190

神奈川県 3,805 3,805 2,406 63.2 1,076 1,330 1,399

新潟県 1,121 1,121 840 74.9 515 325 281

富山県 439 439 339 77.2 181 158 100

石川県 512 512 371 72.5 203 168 141

福井県 280 280 212 75.7 117 95 68

山梨県 445 445 209 47.0 87 122 236

長野県 966 966 722 74.7 394 328 244

岐阜県 1,024 1,024 615 60.1 324 291 409

静岡県 1,792 1,792 1,239 69.1 768 471 553

愛知県 3,289 3,289 2,145 65.2 1,197 948 1,144

三重県 786 786 558 71.0 321 237 228

滋賀県 568 568 388 68.3 157 231 180

京都府 1,006 1,006 570 56.7 234 336 436

大阪府 4,061 4,061 2,244 55.3 862 1,382 1,817

兵庫県 2,606 2,606 1,630 62.5 811 819 976

奈良県 528 528 329 62.3 110 219 199

和歌山県 480 480 239 49.8 98 141 241

鳥取県 276 276 192 69.6 118 74 84

島根県 322 322 250 77.6 175 75 72

岡山県 818 818 567 69.3 330 237 251

広島県 1,614 1,614 907 56.2 465 442 707

山口県 806 806 554 68.7 345 209 252

徳島県 406 406 150 36.9 73 77 256

香川県 533 533 309 58.0 171 138 224

愛媛県 588 588 379 64.5 220 159 209

高知県 390 390 191 49.0 80 111 199

福岡県 2,856 2,856 1,876 65.7 1,057 819 980

佐賀県 525 525 364 69.3 224 140 161

長崎県 735 735 472 64.2 251 221 263

熊本県 830 830 600 72.3 386 214 230

大分県 563 563 353 62.7 170 183 210

宮崎県 575 575 442 76.9 307 135 133

鹿児島県 897 897 732 81.6 508 224 165

沖縄県 554 554 474 85.6 391 83 80

都道府県名 保険薬局数

　後発医薬品調剤体制加算算定薬局数
算定なし
薬局数調査対象

薬局数
算定薬局数

算定割合
（％）

算定区分ごとの薬局数



                                  

 5 / 5 

                                       

株式会社日本アルトマーク株式会社日本アルトマーク

 

 

 

 

 

記事等へお取り上げくださる場合は、下記宛に掲載誌を一部ご郵送いただけますようお願いいたします。 

 

 

【お問い合わせ先】 

株式会社日本アルトマーク  http://www.ultmarc.co.jp 

MDB 事業部 MDB オペレーション部 カスタマーサポートグループ 布村・田中 

〒108-0014  東京都港区芝5 丁目33 番地1 号  森永プラザビル本館15 階 

TEL. 03-6809-6251（平日9：00～17：30）  FAX. 03-3453-4140 

 

 

【会社概要】 

会社名 株式会社日本アルトマーク 

代表者 代表取締役社長 伊倉 雅治 

所在地 東京都港区芝5 丁目33 番地1 号  森永プラザビル本館15 階 

資本金 5,550 万円 

設立 1962 年3 月 

従業員数 121 名 （2017 年7 月1 日現在） 

事業内容 メディカルデータベース（MDB）事業 

 

 


